
  

一 

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

 

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
百
四
十
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
含
む
。
」
の
下
に
「
次
号
及
び
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
合
同
演
説
会
で
第
百
六
十
四
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
催

さ
れ
る
も
の
の
会
場
内
に
お
け
る
頒
布 

 
 

イ 

当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
を
含
む
二
以
上
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
合
同
演
説
会 

 
 

ロ 

当
該
候
補
者
届
出
政
党
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
所
属
す
る
者
で
あ
る

当
該
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
を
含
む
二
人
以
上
の
公
職
の
候

補
者
の
合
同
演
説
会
（
当
該
二
人
以
上
の
公
職
の
候
補
者
の
全
て
が
当
該
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の

通
常
選
挙
に
お
い
て
候
補
者
届
出
政
党
若
し
く
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
所
属
す

る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

第
百
六
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
） 



 

二 

第
百
六
十
四
条
の
二
の
二 

各
選
挙
に
つ
き
、
公
職
の
候
補
者
以
外
の
者
又
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
以
外
の
者
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
選
挙
の
選
挙
運
動
の
期
間
中
、
当
該
各
号
に
定
め
る
合
同
演
説
会
を
開
催
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

一 

公
職
の
候
補
者
以
外
の
者
が
二
人
以
上
の
公
職
の
候
補
者
の
合
同
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
選
挙
区

（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
、
選
挙
の
行
わ
れ
る
区
域
）
の
全
て
の
公
職
の
候
補
者
の
同
意
を
得
た
場
合 

当
該
同
意
を
し

た
公
職
の
候
補
者
の
う
ち
二
人
以
上
の
公
職
の
候
補
者
の
合
同
演
説
会 

二 

衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
以
外
の
者
が
二
以
上
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
合
同
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い

て
当
該
選
挙
区
の
全
て
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
同
意
を
得
た
場
合 

当
該
同
意
を
し
た
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

の
う
ち
二
以
上
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
合
同
演
説
会 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
開
催
さ
れ
る
合
同
演
説
会
（
以
下
「
第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
同
項

第
一
号
に
定
め
る
合
同
演
説
会
に
あ
つ
て
は
公
職
の
候
補
者
及
び
そ
の
指
定
す
る
演
説
者
は
当
該
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運

動
の
た
め
の
演
説
を
、
同
項
第
二
号
に
定
め
る
合
同
演
説
会
に
あ
つ
て
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
指
定
す
る
演
説
者
は

当
該
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
選
挙
運
動
の
た
め
の
演
説
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 



  

三 

３ 

第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
に
つ
き
選
挙
運
動
の
た
め
に
使
用
す
る
文
書
図
画
は
、
第
百
四
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
の
会
場
外
に
お
い
て
は
掲
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

第
百
六
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
政
党
等
演
説
会
」
の
下
に
「
並
び
に
第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項

中
「
こ
と
は
」
の
下
に
「
、
第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
と
し
て
開
催
す
る
ほ
か
は
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
六
十
四
条
の
四
中
「
政
党
等
演
説
会
」
の
下
に
「
並
び
に
第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
六
十
五
条
の
二
中
「
演
説
会
（
」
の
下
に
「
第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
及
び
選
挙
運
動
の
た
め
に
す
る
」
を
加
え
る
。 

 

第
百
六
十
六
条
た
だ
し
書
中
「
又
は
政
党
等
演
説
会
」
を
「
若
し
く
は
政
党
等
演
説
会
又
は
第
三
者
開
催
合
同
演
説
会
」
に

改
め
る
。 

 

第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
第
八
号
の
二
中
「
第
四
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
百
六
十
四
条
の
二
の
二
第
三
項
」
を
加
え
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
適
用
区
分
） 



 

四 

２ 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ

れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の

法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



  

五 

理 

由 

 

第
三
者
が
全
て
の
公
職
の
候
補
者
等
の
同
意
を
得
た
場
合
に
二
人
以
上
の
公
職
の
候
補
者
等
の
合
同
演
説
会
を
開
催
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


